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Ⅰ 法人本部 

 

第１ 経営理念及び経営方針 

本法人の経営理念及び経営方針は次のとおりである。令和６年度においても、

法人の経営理念及び経営方針に基づき事業を展開する。 

 

社会福祉法人東京かたばみ会経営理念 

 

私たち社会福祉法人東京かたばみ会は、介護・支援・保育・育成を必要と

する地域住民に対して、一人ひとりが安心でき、価値あるものと受けとめら

れるサービスを提供することにより、法人の各施設が「選ばれる施設」にな

ることを目指します。 

そのために、人間愛をベースとし、職員の専門的知識・技術の更なる向上

を図り、質の高いサービスを提供します。 

また、老人福祉施設と児童福祉施設という世代間交流のできる環境を活用

します。 

更に、これまでの地域の信頼と共感を大切にします。 

 
 

 

社会福祉法人東京かたばみ会経営方針 

 

１ 地域への貢献 

地域社会の一員としての自覚を持ち、保健・医療など関連機関との連携

を強化し、地域福祉の貢献に努める。 

２ 自立支援・健全育成 

利用者一人ひとりのニーズと意志を尊重し、自立の支援と生活の質の向

上に努める。また、乳幼児及び児童が心身ともに健やかに育成されるよう

努める。 

３ 人材育成・専門性の向上 

新たな視点で「観て、考えて、行動」する幅広い視野を持った自立的な

職員の育成を図るため、専門性の向上に努める。 

４ 経営の透明化 

情報公開を積極的に行い、法人に対する信頼と理解を得られるよう努め

る。 

５ 経営の安定 

質の高い総合的なサービスを継続して提供していくために、経営の安定

化を図る。 
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第２ 社会福祉事業を取り巻く社会の状況 

１ 新年度予算に見る社会保障関係費の動向 

政府は令和５年１２月２２日、一般会計総額を１１２兆７１７億円とする令

和６年度予算案を閣議決定した。予備費の圧縮などで１２年振りに前年度当初

予算を下回る減額編成となったが、社会保障費は過去最大を更新し、国全体の予

算としては、過去２番目の規模となった。 

このうち、厚生労働省が所管する医療・介護等の社会保障費は、前年度比で６，

７３４億円（２．１％）増の３３兆５，０４６億円を計上し、内訳では年金給付

費が３，１６０億円（２．４％）増の１３兆３，２３７億円と最も多く、次いで

医療給付費が１，１７５億円（１％）増の１２兆３，５３２億円となっている。 

また、令和６年度に障害報酬をプラス改定するとともに、障害福祉サービス等

の利用者増加や高齢化による自然増に伴い、「福祉等」の予算額が前年度比で１，

１０４億円（２．９％）増と伸び率が大きくなり、高齢化による自然増が著しい

介護給付費を金額でも伸び率でも上回った。 

令和６年度厚生労働省予算案における重点事項としては、物価高騰や賃金上

昇等を踏まえた診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等の報酬改定があり、そ

れぞれ０．８８％、１．５９％、１．１２％のプラス改定となった。その他、介

護分野では、医療・介護のイノベーションに向けたＤＸの推進に３０億円、地域

医療構想等の推進に８８４億円、地域包括ケアシステムの構築に３７２億円が

計上されたが、いずれも前年度より緊縮傾向にある。 

 

２ 特別養護老人ホーム等の経営状況及び介護報酬改定 

厚生労働省が公表した「令和５年度介護経営実態調査」の結果によると、令和

４年度の全サービス平均の収支差率は２．４％で、前年度より０．４ポイント低

下し、過去最低となった。特に全体への影響が大きい施設サービスでは、人件費

や光熱費の高騰が影響して、介護老人福祉施設と介護老人保健施設の収支差率が、

介護保険制度の施行後初めてのマイナスとなり、厳しい経営状況となっているこ

とが明らかとなった。 

また、独立行政法人福祉医療機構が公表した「２０２２年度特別養護老人ホー

ムの経営状況について」のレポートによると、利用率が従来型（９２．７％）、ユ

ニット型（９３．３％）ともに低下し、特養待機登録者数も従来型で１６．５人、

ユニット型で７．２人減少するなど、いずれも２０１６年度以降過去最低となり、

利用率の向上と特養登録者数の確保が特養全体の課題として浮き彫りとなった。

これに伴い、赤字施設割合も従来型が半数近くの４８．１％、ユニット型は３４．

５％となり、従来型、ユニット型ともに前年度から拡大した。 

令和６年１月２２日には、令和６年度介護報酬改定案が厚生労働省の社会保障
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審議会介護給付費分科会で了承された。介護報酬全体の改定率は、プラス１．５

９％、そのうち０．９８％は介護職員の処遇改善に充てられる。基本報酬は特別

養護老人ホーム、通所介護などで増額される一方、訪問介護など４サービスは減

額される。また、現在３つある介護職員の処遇改善加算は６月に一本化し、令和

６年度末まで経過措置が設けられることになっている。 

 

   ３ こども家庭庁創設後の動向 

政府は令和５年１２月２２日、こども家庭庁の令和６年度予算を閣議決定した。

予算額は、一般会計と特別会計を合わせて５兆２，８３２億円で、前年度より４，

７２８億円（９．８％）増加した。 

児童手当については、所得制限の撤廃や高校生年代への支給対象拡大など抜本

的拡充を行い、予算額は前年度より３，０４７億円増の１兆５，２４６億円に上

った。従来、比較的手薄であった妊娠・出産期から０～２歳児に対する支援につ

いては、出産・子育て応援交付金による経済的支援に伴走型相談支援を組み合わ

せることで強化を図り、前年度比２５４億円の６２４億円を計上した。 

また、令和６年４月から施行される改正児童福祉法により、各市区町村は、こ

どもへの包括的な相談支援を行う「こども家庭センター」を設置することが努力

義務となるほか、親子関係の再構築支援や社会的養護経験者の自立支援などを拡

充し、虐待防止や社会的養護関連予算が２９１億円（８．２％）増加した。 

保育関連の予算案総額は２兆２，９６０億円（前年度２兆１，９１５億円）と

なり、保育士の配置基準見直しや処遇改善のために１兆６，６１７億円を計上し

た。４・５歳児の保育士配置基準を改正し、令和６年度から保育士１人につきこ

ども３０人とする基準をこども２５人に改善を図るとともに、保育士等の処遇改

善については、令和５年人事院勧告を踏まえ、公定価格上の人件費が５．２％引

き上げとなる。 

更に政府は、令和５年１２月２２日、今後５年にわたるこども政策の基本的方

針を示す初のこども大綱を閣議決定した。大綱は、令和４年に成立したこども基

本法に規定がされており、妊娠出産に関する相談体制の強化やいじめ防止などラ

イフステージごとに行うべき重要事項を定めている。政府は今後、大綱に基づき、

毎年６月に具体的に取り組む施策を示す「こどもまんなか実行計画」を策定する

ことになっている。 

 

第３ 重点事項 

１ 中期経営計画の着実な推進 

現在、各施設において中期経営計画に掲げる経営戦略の実現に向けた取り組み

を進めており、理事会や経営会議等での情報共有や計画策定時から契約を継続し



－4－ 

ているコンサルタント業者からの支援を受けながら、定期的に取組状況の進行管

理を行っている。 

全体的には概ね順調に進んできている中で、前年度の業績を踏まえ、取り組み

に遅れや懸案が生じている場合には、法人本部として重点的にサポートし、計画

の見直しも含めて適宜時点修正しながら取り組みを進めるとともに、計画の４年

目にあたる令和６年度についても、今後の新たな事業展開を見据えたうえで、こ

れまで同様にＰＤＣＡサイクルを通じた振り返りや改善策を検討、実践しながら、

法人としての歩みを着実に進めていく。 

 

  ２ 法人内業務の統一化・効率化 

    法人本部が中期経営計画に掲げるテーマの一つである「本部機能の明確化」の

取り組みとして、法人内業務の統一化・効率化に向けたシステム導入検討プロジ

ェクトチームにおいて継続的に検討を行っている。 

    その中で現在、調布八雲苑、神代の杜、調布市ちょうふの里で使用している出

退勤システムのサポートが令和７年９月で終了することに伴い、複数のシステム

業者からの情報収集及び提案内容を踏まえ検討した結果、令和６年１０月から全

施設共通の出退勤システムにリニューアルする方向性を決定した。本年度は、シ

ステムのリニューアルに向けた準備を着実に進めるとともに、給与明細の電子化

や年末調整のオンライン化等の給与システムについても、令和７年度中の導入を

目途に、引き続きプロジェクトチームでの検討を進めていく。 

 

３ 児童館の円滑な運営 

調布市では、児童館の民間活力の活用方針に基づき、令和２年度から８年度ま

での７年間で、市内児童館１１箇所のうち７箇所を公設民営による「地域型児童

館」として民間事業者に委託することとしている。 

その方針に基づき、順次民間委託が進められている中、調布市立多摩川児童館

については、当該地域の学童クラブ等を本法人が受託運営していることから、令

和５年度から本法人が多摩川児童館学童クラブを先行して受託運営を行ってお

り、令和６年度からは本法人として初めて児童館運営を開始する。 

そのため、児童館の設置主体である調布市と密に連携・協力しながら、地域と

のつながりや良好な関係性を構築し、円滑な運営を図るとともに、これまで本法

人が積み上げてきた児童対応のノウハウや行事・イベントの企画力、更には本法

人の特色を生かしながら、幅広い世代の方が交流できる場を提供し、児童館の魅

力を積極的に発信していく。 
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４ 児童部門の事業拡大に向けた取組 

本法人が、経営理念及び経営方針に基づく事業運営を継続し、社会福祉法人と

しての役割を果たしていくためには、内部努力を続けていくことはもちろんのこ

と、調布市における高齢者福祉施策や子ども・子育て支援施策の動向を注視し、

法人としての意見具申もしながら連携を密にし、市との協力体制の維持・強化に

努めることが重要である。 

とりわけ、保育園や児童館については、調布市から民間活力の活用方針が示さ

れ、公私連携型保育所への移行や児童館（併設学童クラブを含む）の民間委託が

順次進められているが、本法人においても、調布市からの依頼を受け、令和６年

度から調布市立多摩川児童館の受託運営を開始するとともに、令和８年度からは

調布市立宮の下保育園を公私連携型保育所へ移行し、本法人が新たな保育園を設

置、運営することが決まっている。 

そのため、本法人における保育園及び調布市立学童クラブ・放課後子供教室事

業部門の事業拡大に伴い、当該こども関連施設を統括する部門を新設するととも

に、新設する部門に新園の開設準備担当を配置するなど組織・人員体制の見直し

を行い、市と連携・協力しながら本格的に新園の開設準備を進めていく。 
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Ⅱ 調布八雲苑 

 

第１ 基本方針 

開設から３７年目を迎える調布八雲苑における令和６年度の基本方針は、「利

用者を尊重し、職員を大切にする施設」、「行政と連携し、地域の信頼と期待に応

える施設」の２つを掲げ、中期経営計画に基づき令和５年度に実施した大規模修

繕による空調機器の更新、施設の壁紙や建具の刷新による居住環境の改善をした

ことで、利用者の皆様により快適な居住環境を提供しつつ、高齢者福祉施設とし

ての役割を適切に果たしていく。 

独立行政法人福祉医療機構が令和５年１０月に公表した「２０２２年度 特別

養護老人ホームの経営状況（速報値）について」によると、令和３年度から令和

４年度における特別養護老人ホーム（従来型）の経営指標では、物価上昇等の影

響で経費率が１．３ポイント上昇するとともに利用率はマイナス１ポイントで、

赤字施設の割合は５．３ポイント上昇して４７．３パーセント、実に５割近い施

設が赤字という結果であったことから、依然として高齢者福祉施設の厳しい経営

状況がうかがえる。 

調布八雲苑の特養は従来型の施設であり、このような厳しい状況に備えて様々

な経営改善策を実施してきた。平成３０年度の業者委託給食から施設直営による

給食への変更、令和２年度からのショート床の特養転換による４床の増床、更に

利用者の高齢化、重度化が進みつつある中でも、中期経営計画に掲げる特養利用

率の向上に向けて、退所から新規入居者の受け入れまでの期間短縮や空室日数の

管理、地域のケアマネジャーとの連携強化、令和４年度には、職員の紹介による

職員採用制度（以下「リファラル採用」という。）を開始した。令和６年度にお

いても、適材適所の人員配置や職員の働きやすい職場環境の構築など、これから

も経営改善に向けた不断の取り組みを継続していく。 

厚生労働省は、令和３年４月に施行された社会福祉法の改正により、地域共生

社会の実現に向けて、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体

的に実施する新たな事業として、重層的支援体制整備事業を創設した。また、団

塊の世代が７５歳以上となる令和７年度を目途に、地域包括ケアシステムの構築

を深化・推進して、質の高いケアマネジメントや必要なサービスが切れ目なく提

供されるよう地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組を展開し、利用者とその

家族そして市民に高齢者が安全・安心に過ごせる居場所を提供していくこととし

ている。 

調布八雲苑としても、調布市が策定する令和６年度から８年度までを計画期間

とする第９期高齢者総合計画との整合性を図りつつ、地域の関係機関との連携の

更なる強化、地域住民との協働のほか、新型コロナ、インフルエンザ、ノロウイ
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ルス等の感染状況を考慮して実習生や研修生の受け入れを行い、ボランティアの

皆様のご協力による円滑な施設運営を進めていく。 

令和６年は元日の能登半島地震で幕を開けた。このような自然災害の発生は不

可避であり、災害に備えた訓練の実施や計画を整備しておくことは必須と言える。

令和５年度に策定した事業継続計画（以下「ＢＣＰ」という。）を基本に、いざ

という時に職員が落ち着いて行動できるよう訓練や研修を定期的に実施してい

く。そのうえで、施設内における高齢者虐待防止及び身体拘束適正化の研修のほ

か、各種委員会の機能を充実させ、全職員への意識を更に高めていく。 

少子高齢化において社会全体が人手不足であり、多くの職種で人材不足が発生

している中、介護人材の採用も非常に厳しい状況である。引き続き新たな人材の

確保に力を注ぐ一方で、介護職員の負担を少しでも軽減すべく、腰痛予防や業務

の負担軽減のためのＩＣＴ機器やシステム等の導入の検討を進めていく。併せて

国や地方自治体からの補助金等の情報を収集するとともに、介護に携わる多職種

間の連携を一層推進し、良質なサービスの維持・向上と職員の働く環境の改善を

図っていく。 

更に、令和６年度は介護報酬改定の年でもある。その改定内容を精査するとと

もに、物価高騰が経営に及ぼす影響を考慮しつつ施設経営を行っていく。 

感染症予防対策では、国や東京都の対策に従うとともに、令和２年８月から施

設内で勤務する職員がそれぞれにエリアを決めて、毎日始業時の朝礼後に施設内

の清拭による一斉消毒を継続して行ってきた。このような組織横断的な取り組み

については、東京都多摩府中保健所の保健師からも、当施設でのクラスターの発

生抑止の一因となっている可能性があり、感染予防や職員の意識醸成には有意義

な取り組みであると、一定の評価をいただいていることから、令和６年度におい

ても継続して実施していく。 

 

第２ 経営目標 

令和６年度の経営目標を次のとおり掲げ、目標利用率を達成し経営の安定化を

図る。 

⑴ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）             利用率 ９５％ 

⑵ 通所介護事業（通常規模型）                   利用率 ８５％ 

⑶ 通所介護事業（認知症対応型）                           利用率 ８２％ 

⑷ 居宅介護支援事業（介護予防プランを含む。）ケアプラン作成数１３０件／月 

 

第３ 重点事項 

１ 管理課 

⑴ 中期経営計画に基づく経営改善の取組 
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      令和５年度は、令和２年度に策定した中期経営計画の３年目であったが、職

員の欠員補充に十分な対応ができなかったことから、派遣人件費の増加や利用

者の入院者数が高止まりしたこともあり、収支状況の改善を行うことはできな

かった。中期経営計画４年目となる令和６年度については、課題となっている

特養利用率の向上や人件費率の適正化のほか、施設全体での通信情報技術（以

下「ＩＣＴ」という。）化の推進、デイサービスでは他の事業所の規模縮小に伴

う利用者の受け皿として新規利用者の獲得を目指すなど、中期経営計画に掲げ

る経営戦略の実現に向けて、職員と現状を共有し、意識醸成を図りながら継続

的に取り組んでいく。 

      居宅介護支援事業所では、体制が整ったことに伴い令和５年１０月から特定

事業所加算を取得するなど、着実に内容の充実とプラン作成数の拡大を図って

いる。調布市と連携しながら引き続き地域のニーズに沿った支援を行いつつ、

組織体制の拡充を進めていく。 

      令和５年度には、調布八雲苑として２度目となる大規模改修を無事に終了す

ることができた。利用者サービスを更に向上できるよう、職員間の情報共有や

職員研修の充実を図りながら、ニーズに応じた介護体制を整備していく。 

⑵ 人材の確保と育成 

ここ数年、介護職への処遇改善加算等の導入により、待遇は改善されつつあ

るものの、介護職の養成校が閉校するなど、介護人材確保の厳しさは変わらず

続いている。介護業務の機械化が叫ばれて久しいが、介護の主役はやはり人で

ある。令和４年度からはリファラル採用制度の運用を始めるとともに採用媒体

の拡大を図るなど、これからも求職者の動向を踏まえた求人方法や掲載媒体を

工夫してより効果的な採用活動を進めていく。 

特に伸びしろの大きい新卒職員の確保については、養成課程を有する高等学

校や専門学校等へできるだけ早い時期に訪問を行い、研修生や実習生の受入れ

を進めるとともに、介護体験等の共有を深めつつ雇用機会の拡大に積極的に取

り組んでいく。 

更に、職員の資質と技術の向上を図るため、職員研修計画に基づく施設内研

修を定期的に実施する。それ以外にも職員のキャリア形成に合わせた東京都社

会福祉協議会主催の研修や民間研修機関によるオンラインや実践型の基礎的

及び専門的な研修等に積極的に参加できる体制を構築していく。 

⑶ 給食内容の充実 

平成３０年度から直営化した給食は、特別養護老人ホームやデイサービスを問

わず、利用者にはとても好評である。利用者それぞれの体調や栄養状態に配慮し介

護に関連する多職種間での情報共有と連携に基づき、きめ細かな対応を行ってい

る。献立についても地域の業者を中心に食材を購入し、旬の食材を取り入れ、季節
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を感じられるよう食事の提供をしているところである。 

     一方、高騰する食材料費や燃料費への対応、時間と人手のかかる仕込みと調理に

よる提供にはコストもかかり、完全調理品を適切に組み合わせる工夫も必要であ

ることから、そのバランスを検討しつつ、幅広に取り組んでいく。 

⑷ 神代の杜との連携 

調布八雲苑のサテライト施設である神代の杜は、令和６年度で開設から１２

年を迎える。ＢＣＰにおける相互支援、研修の合同開催などをはじめ、神代の

杜との調理面での連携を図るとともに、職員の人的交流や運営面でのノウハウ

の共有、施設管理や運営上の課題解決に向けた情報共有を行うなど、両施設間

の連携強化に努めていく。 

 

２ 福祉課  

⑴ ケアの質の維持と多職種連携の推進 

令和６年度においても、入居者一人ひとりに寄り添った適切なケアの提供を

推進するため、多職種協働を基本にアセスメントやカンファレンスの充実によ

り、全職員で一貫性のあるケアに取り組んでいく。 

また、介護介入が増加傾向にあるケアについて、その質を維持・向上するた

め、新たな介護機器の取り入れやケア用品の見直しを行い、効率化を推進しつ

つ新たな業務体制を構築する。 

⑵ 安心な暮らしと緊急時体制の強化 

入居者の選定にあたっては、介護の必要度の高い要介護４又は５の方を優先

して受け入れていく一方で、在住している入居者の高齢化も進んでいることを

踏まえ、生活の場である当施設が「安心な暮らし」を継続できるよう緊急時の

対応とともに協力医療機関との連携強化に努めていく。 

また、当施設では「看取りケア」を行っていないことから、生活を支援する 

場であることを本人及びキーパーソンと事前に十分確認するとともに、「本人

の意思尊重」を基本とした緊急時の対応や救命等における事前承諾書の活用に

より意思決定を支援していく。 

⑶ 家族との信頼関係の強化と連携 

新型コロナウイルス感染症の５類変更後、制限を設けつつも徐々にキーパー

ソンの入室機会を拡げてきたところである。令和６年度においても、感染対策

の徹底を図りつつ、面会機会や面会方法を工夫していく。 

また、近年、キーパーソンの遠距離化や高齢化、単身化など入居者の家族状

況にも変化が見られてきている。令和６年度は介護報酬改定を迎え、キーパー

ソン等との連携機会の増加が見込まれることから、キーパーソンの状況確認と

ともに、丁寧かつ充分な説明による同意 (インフォームドコンセント)に努め
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る。 

⑷ 新規利用者の迅速な導入と空床期間の削減 

令和６年度も従来型多床室の特徴を踏まえ、重介護度傾向の方を優先的に受

け入れていく。 

また、空床期間の縮減のため、入院者等の状況把握を行うとともに、入居候

補者の選考を令和６年度も定期的に行っていく。 

なお、市内外の関連機関への空床情報の提供を積極的に行い、新規入所希望

者への案内に努めるとともに、従来型多床室特養を希望する申込者の確保を図

っていく。 

⑸ 介護保険制度の改正に伴う協力体制の再構築 

令和６年度の介護報酬改定においては、ＢＣＰの策定義務が取り上げられて

いる。これについては、これまでに作成しているＢＣＰの実践的取組が重要と

なるため、地域や医療機関に限らず入居者家族による利用者支援など、多岐に

わたる連携体制の構築に着手していく。 

また、介護保険制度における事務業務の増加とともに効率化に伴うＩＣＴの

専門的知識やＰＣ（パーソナルコンピューター）技術の重要性が増しているこ

とから、一定の技術習得とともに研修機会の確保や情報共有環境を整えていく。 

 

３ 高齢者在宅サービスセンター 

⑴ デイサービス 

ア サービスの質の確保と介護保険制度の改定への取組 

デイサービス事業においても、高齢者虐待防止法の推進や業務継続を目

的とした災害対策、感染症対策、地域との連携など、特養併設サービスの

特徴を活かし取り組んできた。このことを踏まえ、令和６年度も施設と一

体的に取り組み、事業の質の維持・向上を図っていく。 

また、令和６年度の制度改正では、サービス内容に大きな変更点は見ら

れなかったものの、人員配置基準の緩和や育成、生産性の向上が挙げられ

ている。このことから、適正な人員配置とともに介護能力の向上に努める

ことにより、信頼性のある運営体制を維持していく。 

イ デイサービスの相互支援効果を活かしたプログラムの推進 

令和６年度は、新型コロナウイルスの類型変更や感染状況の沈静化に伴

い、徐々に開放してきたデイサービスの活動内容を新たにプログラム化

し、サービス内容の利用者満足度の向上を図っていく。 

また、令和６年度も利用者及び主介護者からのニーズの高いデイサービ

ス機能を維持し、利用者ニーズに応じた選択的活動の提供や利用者間にお

ける相互支援効果を発揮し、関係機関や家族との信頼関係の強化に努め
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る。 

ウ 利用率及び収支の安定化の維持 

令和５年５月から新型コロナウイルス感染症の分類が５類に変更された

中においても、デイサービスの集団活動性を安全に運営するため、感染症対

策を徹底し継続してきた。この間、毎月の課内会議において感染対策の徹底

や緩和内容の検証を行い、利用者や家族に協力をいただきながら安全性を担

保してきたところでもある。 

このことを踏まえ、令和６年度も引き続き、感染症の感染状況に応じた運

営に注力するため、利用者数の定員管理を徹底するとともに、関係機関に対

する利用者募集の広報活動を行い、新規利用者の確保を図っていく。 

また、収支の安定化の一環として、物価高騰による活動費への影響を踏ま

え費用対効果の検証を行うとともに、令和６年度の介護報酬改定に合わせて

活動費の分析や使途の検討を進めていく。 

エ 認知症高齢者ケアの実践と家族支援 

認知症対応型通所介護においては、令和６年度も引き続き「自己実現」「自

己達成」を目標に、心身機能の活性化に繋がるプログラムの展開に努めてい

くとともに、運営推進会議の意見を基に適切な事業運営に力を注いでいく。 

また、家族（介護者）の多様化する介護環境に迅速に対応するため、サー

ビス提供時間の適切な運用や臨時利用の活用など、ケアマネジャーとの連携

を深めるとともに、家族（介護者）との情報共有を強化していく。 

⑵ 居宅介護支援事業 

ア ケアマネジメントの質の向上及び公正中立なケアマネジメントの継続 

令和６年度も引き続き、「利用者が望むその人らしい生活の実現」を目標

に、公正中立なケアマネジメントを維持し、自立支援型・機能向上型の視点

から専門性の高いケアマネジメントを実施する。 

また、令和５年度から算定を開始した特定事業所としての質を確保し、地

域ケア会議の参加やケアプラン点検、事業所内連携を積極的に実施すること

で、利用者の意思に基づいたケアプランが適切に提供できるよう、介護支援

専門員の資質向上に努めていく。 

イ 地域高齢者への支援強化と健全な経営体制への取組 

調布市八雲台地域に所在する特養併設の居宅介護支援事業所であること

を自覚し、各関係機関と連携を図り、地域に貢献できるよう「切れ目のない

医療及び介護サービスの提供」を基本方針とし、利用者及び介護者が安心し

て生活を継続できるよう努める。 

また、令和６年度においては、医療・障害・介護のトリプル改定があった

こともあり、介護保険制度に特化せず、様々な分野における知識の習得を目
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的に研修機会へ積極的に参加するほか、職員一人ひとりの事務効率化を図り

ながら支援の質の向上に繋げていく。 
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Ⅲ 神代の杜 

 

第１ 基本方針 

本施設は、地域密着型介護老人福祉施設であり、かつ調布八雲苑のサテライ

ト施設である。このことから、調布市と調布八雲苑との密接な連携と情報共有

により、円滑な施設運営を行う。 

また、地域密着型施設としての機能強化を図り、地区協議会（北ノ台まちづ

くりネットワーク）、地元自治会、地区の民生児童委員協議会や近隣の小学校・

保育所などをはじめとする関係機関との連携を重視し、地域に貢献するととも

に、地域から選ばれる施設になることを目指していく。特に令和６年度につい

ては、地域とのつながりや連携に重点を置きながら、安心・安全な施設運営を

確立できるよう努めていく。 

利用者ケアについては、一人ひとりがその人らしくこれまでと変わらない日

常生活を維持できるよう、ユニットケアの特性を活かした支援体制の確立を図

る。 

なお、中期経営計画４か年目の取り組みも前年度に引き続き「拠点の戦略」

を推し進めていくとともに、介護保険制度の改正に伴う対応については、協力

医療機関との一層の連携強化を求められていることから、入居者が体調不良と

なっても円滑かつ適切な医療が提供できるよう、医療機関との連携協力体制や

関係性を構築していく。 

 

第２ 経営目標 

利用率については、以下のとおりとする。 

中期経営計画では、ここ数年の実績から達成可能な目標値としているが、令

和５年度の実績を勘案するとともに、特に短期入所生活介護事業（ショートス

テイ）については、中期経営計画に基づく取り組みを推進することにより、更

なる利用率の向上を目指し設定した。 

⑴ 介護老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム）    利用率 ９５％ 

⑵ 短期入所生活介護事業（ショートステイ）       利用率 ８０％ 

 

第３ 重点事項 

１ 施設の特性を活かしたサービスの提供 

ユニットケアにおける介護職員の配置は、ユニット固定が原則となっている。

神代の杜においては、３ユニットの特性を活かして固定配置をしつつも、他ユ

ニットの勤務を行うことで、職員間での情報の共有化を適切に図り、ユニット

間で助け合う体制を構築する。 
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また、ユニットリーダーを指導担当とするＯＪＴの仕組みを構築し、職員

個々の気づく力を養成しつつ、介護力の向上を目指す。 

 

２ 安定した経営のための取組 

中期経営計画に掲げる経営戦略を推進するために、ショートステイの利用率

維持・向上に向けた手段を講じる。 

第一に、前年度に引き続き、三鷹市内及び調布市内東部地区の居宅介護支援

事業所への営業活動を継続する。特に、利用者を通じて関係性が構築できたケ

アマネジャーが別の居宅介護支援事業所の所属となった場合には関係性を継続

するなど、神代の杜の事業を認知しているケアマネジャーの絶対数が減少しな

いよう対策を講じていく。 

また、安定した経営のためには、適切な人件費率を維持することが重要であ

る。そのためには、直接雇用職員の採用と継続して就業できる体制整備かつ支

援が必要になる。その一つの手段として、有期契約介護職員がワークライフバ

ランスを保てるよう多様で柔軟な働き方を選択できる体制を構築することで、

安定的に就業できる機会を提供していく。 

 

３ 地域密着型施設としての地域貢献について 

感染症防止対策を講じつつ、地域団体に対して地域交流スペースを活用して

もらえるよう再周知し、地域活動の積極的な受け入れを行い、地域との関係性

を再構築する。 

神代の杜は、一般の避難所等での生活が困難な高齢者や障害者などの要配慮

者のための避難場所として指定されている。このことを近隣自治会や地区協議

会と共有し、災害時の相互協力体制を継続していく。 

また、２か月に１回開催している運営推進会議で地域の情報収集を行うとと

もに、施設の諸課題に対する意見交換を行う。 

なお、引き続き、北ノ台地区協議会（北ノ台まちづくりネットワーク）の役

員及び運営委員として参画し、安心・安全グループ委員として、地域の交通安

全対策を検討・協議していく。 
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Ⅳ 調布市ちょうふの里 

 

第１ 基本方針 

１ 人材の確保・育成 

介護・看護職の人材不足は危機的な状況で、ちょうふの里においても、特に介

護職員については、欠員状況が続いている。 

令和６年度は最重要課題として捉え、求人活動を多種多様な方法で実施してい

く。 

具体的には、法人のホームページ、ハローワーク、有料の求人サイト、調布市

報や調布市のホームページなど様々な媒体で適宜、求人を掲載するとともに、福

祉系専門学校やハローワークが主催する就職説明会に参加するなど積極的に取

り組んでいく。 

施設見学については、能動的に呼びかけをするなど広く施設を知る機会を増や

し、丁寧な対応を進めていく。 

また、職員が安心して働ける職場環境づくりを進め、課内研修や外部研修を活

用し、資質の向上を目指していく。 

２ 利用者サービスの向上と高齢者福祉の推進 

ちょうふの里では、利用者一人ひとりの人権を尊重し、尊厳ある暮らしが送れ

るよう日常生活の支援をしている。日常生活の支援については、全ての事業にお

いて、利用者やその家族の希望を踏まえたケアプラン（介護・機能訓練・栄養・

口腔・健康）を基本とし、サービスを提供するとともに、利用者、家族及び関係

者とより一層強い信頼関係を築くために、適時・適切な情報提供及び共有を実践

していく。 

また、事故防止及び感染症予防への対策に万全を期するために、毎月の訓練を

行うことや万一の災害発生時に備えた備蓄品の確認及び補充を進め、安心して利

用できる環境を整備する。 

高齢者福祉の推進にあたっては、公設施設としての役割を認識し、地域福祉や

災害避難所の拠点として福祉・介護サービス等の質的向上を図る。 

また、コロナ禍で希薄になった地域住民等との関わりをより一層推進し、地域

住民との良好な関係を築くことにより「選ばれる施設」になることを目指してい

く。 

３ 介護保険法改正及び介護報酬改定への対応 

令和６年４月より介護報酬が改定されるため、新設内容や変更点について正確

に把握し、各事業所と情報の共有を図り、利用者や家族へ丁寧に情報の提供をし

ていく。 
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第２ 経営目標 

各事業の利用実績や内部努力により現実的に達成可能な目標値とした。 

⑴ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 利用率 ９６．０％ 

⑵ 短期入所生活介護事業（単独型ショートステイ） 利用率 ９２．０％ 

⑶ 通所介護事業 利用率 ８０．０％ 

⑷ 通所介護事業（認知症対応型） 利用率 ７５．０％ 

⑸ 居宅介護支援事業        ケアプラン作成数    １７０件／月 

予防プラン作成数     ２０件／月 

⑹ 訪問介護事業         サービス提供時間数   ５３０時間／月 

障害サービス提供時間数    ２０時間／月 

 

第３ 重点事項 

１ 管理課 

⑴ 中期経営計画に基づく取組の推進 

     中期経営計画の４年目にあたる令和６年度においては、通所介護事業におけ

る送迎効果の検証や理学療法士の非常勤対応についての計画の見直しを行い、

引き続き公営施設としての役割を認識しつつ、それぞれの事業所間で連携・協

力し、情報の共有をしながら、経営戦略の実現に向けて着実に取り組みを進め

ていく。 

⑵ 経費の削減 

現在、物価高騰や燃料費等の高騰が続いており、利用者サービスに影響のな

いところで経費の節減を進めていく。 

令和５年度は、ちょうふの里で働く職員から広くアイディアを募るためにア

ンケートを実施した。 

その中では、「印刷経費の削減を目的にペーパーレス化の推進」や「エコタ 

イムを設ける」など合計４９件の多くの案が提出された。 

令和６年度は、提案されたアイディアからすぐに経費節減対策に対応できる

内容と予算が必要な内容にそれぞれ分類、選択、検討し、取り組んでいく。 

⑶ 安定した食事の提供と環境づくり 

給食調理業務の直営化から５年が経過した中で、日々の業務については安定

した食事を提供できる体制が整ってきた。 

     しかしながら、募集しても応募の少ない調理補助員や現在就労している調理

補助員の高齢化など、人員体制の点で多くの課題があるため、業務改善を進め

るとともに、継続的に職員の募集を行っていく。 
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２ 福祉課 

⑴ 利用者の尊厳の尊重 

ア 利用者の「今できること」、「個々の思い」に即したケアプラン作成に努め、

一人ひとりの個別性を理解し、その方に応じた介護を実践する。 

また、利用者に寄り添うケアを多職種間で連携して取り組む。 

イ 法人の職員コンプライアンスマニュアルをもとに、介護サービスに携わる

職員として自らの行動を律し、利用者の尊厳を大切にした支援に努める。 

⑵ 利用者支援の充実 

ア 利用者情報を共有できる記録ツールを活用し、利用者の心身状態や生活課

題の把握に努め、適切な介護・看護を多職種共同で実践することで、利用者

個々の有する能力が可能な限り発揮できるようサービスの提供を行う。 

イ 引き続き様々な感染症への対策を講じながら、季節を感じられる行事及び

余暇活動、屋外への外出活動も取り入れ、利用者相互の交流やメリハリのあ

る日常生活に繋げられるよう取り組んでいく。 

ウ 利用者が明るく楽しくゆったりと生活できるよう、日ごろから感染症や介

護事故及び有事等への対応力強化を図り、安心で安全なサービス提供に努め

る。 

また、福祉器具の更新や生活動作支援用具などの使用を進め、利用者及び

職員にも負担の少ないケアを推進する。 

⑶ 職員・人材育成の充実 

ア 施設内・外の研修へ積極的に参加し、各種介護現場や会議等でその内容の

共有化を図り、サービス向上に努める。 

また、課内研修（さとまる講座）を活用し、日々のケアの課題解決や知識

と技術の向上を図り、質の高いケアの実践に繋がるよう人材育成を行う。 

    イ チューター制度の導入を進め、職員が学びやすく働きやすい職場環境をつ

くり、職員個々が指導力とマネジメントスキルを学びながらキャリアアップ

につながるよう育成を促し、人材の定着にも繋げる。 

ウ 介護実習や体験学習など、関係教育機関と積極的に情報交換を行いながら

福祉人材の育成に寄与し、魅力ある学べる職場づくりを推進し、安定的な人

材確保に繋げる。 

⑷ 利用者家族との連携 

感染症対策等を講じながら、利用者家族と分かりやすく情報交換が行える機

会となるよう面会の方法を再検討していく。 

また、利用者の心身状態や日々の生活等、必要な情報の共有を図りながら家

族との連携強化と信頼関係の構築に繋げる。 

その他、個別カンファレンスを引き続き行い、時宜を得た対応が行えるよう
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調整していく。 

 

３ 高齢者在宅サービスセンター 

⑴ 通所部門 

ア 円滑な在宅生活を継続するための支援 

ちょうふの里の特色である理学療法士が行う機能訓練を提供し、身体状況

や精神状況の悪化防止と機能向上に努める。認知症の人には五感を意識した

活動を進めていく。 

在宅での入浴が困難な利用者には、安心で安楽な入浴を提供することで、

健康保持や清潔を促進し、家族の負担軽減に繋げていく。 

また、総合事業通所型サービス（市基準サービス）をアピールし、登録者

の確保に努めていく。 

イ 職員育成の強化 

定期的に会議等で勉強会を開催し、職員の介護への気づきを促すとともに、

介護技術の標準化を図り、利用者対応の向上に努めていく。 

ウ 感染対策への対応 

引き続き感染症（新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルス等）

への対応については、感染予防対策の変化に対応しながら、利用者が安心で

安全に活動ができるよう感染予防の励行に努めていく。 

エ 家族支援の拡充 

家族会や絆の会を開催し、家族の心情を共有する場を提供していくことで

家族の精神的負担の軽減を図っていく。 

オ 安心・安全の配食と安否確認の実施 

引き続きアレルギーや食中毒には十分注意を払い、多様化する食種への要

望についてもきめ細かな聞き取りをした上で、安心して食べられる食事を提

供する。 

また、調布市の配食事業は安否確認に重きを置いていることを再度、関係

機関への周知に努めていく。 

⑵ 短期入所部門 

    ア 利用者援助の充実 

      利用者や家族の意向を可能な範囲で尊重し、定期的または状態変化時に利

用者にとって必要なサービスを介護計画書に反映していく。 

また、利用者にとって利用しやすい満足していただけるサービスの提供に

努める。 

    イ 人材確保と育成 

      人材不足の中で利用者が安心、安全に利用できるよう、必要な人材を確保
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し、職員の安全、安心な労働環境を整備する。 

また、引き続き課内研修を開催しながら職員個々の知識の習得・技術の向

上に繋げていく。 

    ウ 感染対策 

      ５類になったことで利用者や家族のマスク着用率も下がり、新型コロナウ

イルス等の感染症が施設に持ち込まれる危険が高くなっている。これまでに

講じた感染対策も変化してきているため、利用者が安心、安全に利用できる

環境整備や感染予防策の強化に努める。 

    エ 安定した事業運営 

      毎年行っている満足度調査を通して、施設に対する利用者等からの要望を

把握し、より良いサービスの提供へ繋げていく。 

また、毎月、新規利用者の獲得や空床の利用を勧め、利用率の向上に努め

る。 

 

４ 地域支援課 

⑴ 地域包括支援センター 

ア メイン・サブセンターの運営 

サブセンターは、令和３年４月の開設から安定した運営を行っていたが、

貸主の都合により令和６年３月から新たな場所に移転し運営を継続してい

る。地域住民・関係機関に対してサブセンター移転先の周知を、地域包括支

援センターのＰＲ活動の重要事項に掲げて取り組む。 

また、令和６年度は、「第９期調布市高齢者総合計画」の初年度であり、そ

の内容を基本とした事業運営を行っていく。 

イ 総合相談支援業務の充実 

地域包括支援センター及びサブセンターは、高齢者やご家族の方が身近な

地域で気軽に安心して相談や情報提供を受けられる総合相談窓口となって

いる。多様化する相談に対応できるよう「包括的・継続的ケアマネジメント」、

「虐待防止・権利擁護」、「介護予防支援」などの基本的な機能に加え、「認知

症支援・医療福祉連携」についても維持、向上を図っていく。 

ウ 関係機関との連携強化 

「地域包括ケアシステムの深化・推進」に向けた取り組みについては、地

域包括支援センターが中心となって、「地域ケア会議」や「関係者会議」を企

画・開催していく。実際の支援困難ケースや医療依存の高いケースへの協働

支援は、重層的支援体制整備事業を活用するとともに、医療・福祉機関の専

門職との多職種連携については、オンラインも活用し強化を図る。 

      また、社会福祉協議会職員と協同し、小中学校への認知症サポーター養成
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講座による将来を見据えた街づくりや、新たな介護予防活動の取り組みを継

続して推進する。 

その他、調布市と連携し、「調布市もの忘れ予防検診」受診者のフォロー

を行うことや、認知症疾患医療センターとの認知症カフェなどによる、ケア

ラー支援の充実を図る。 

⑵ 居宅介護支援事業所 

ア 収支の安定と信頼されるマネジメントの実施 

現在、取得している「特定事業所加算Ⅱ」を継続し、介護支援専門員一人

ひとりが担当するケアプランの目標数を達成することで収支の安定を図る。 

また、「特定事業所加算Ⅱ」の要件を遵守し、質の高いケアマネジメント

を実施することで、利用者が安心して在宅生活が送れるように支援する。 

イ 介護支援専門員の質の向上 

利用者の支援に必要な知識や情報を積極的に収集し、毎週開催している

「ケアマネ会議」で確認・共有を行い、より質の高い支援を目指す。 

また、法改定に伴い、変更点等を迅速、かつ正確に把握して、利用者及び

家族がスムーズなサービスが受けられるように取り組んで行く。 

⑶ 訪問介護事業所 

ア 利用者の自立支援を意識したサービスの提供 

利用者が自分のペースで快適に在宅生活が送れるように、自立支援を意識

したサービス提供に努める。そのため、自立支援に必要なノウハウを月に一

度開催している「ヘルパー会議」で確認・共有していく。 

    イ 経営の安定 

      身体介護支援の積極的な受け入れにより、収支アップを図るとともに、ヘ

ルパー同士の意見交換の場を定期的に設けて、不安や不満の解消に努める。 

      また、運営状況に応じた空き情報を迅速に居宅介護支援事業所に提供し、

更なる新規利用者の取得に努める。 
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Ⅴ 上布田保育園 

 

第１ 基本方針 

新型コロナウイルスが５類となり、保育園の子どもたちの生活がようやく日常

に戻ってきた今、少子化社会が一気に押し寄せ、国の将来推計をも超えて進行し

てきている。調布市内の保育園でも０歳児の大幅な欠員状況が見られるなど、そ

の影響は大きく、今後の保育園の在り方や何を意識して保育に向き合っていくべ

きかということを問われる時代へと突入してきている。 

令和５年に発足されたこども家庭庁では、こどもまんなか社会を実現していく

ために、様々な取り組みを進めている。その中で、令和５年１２月に閣議決定さ

れた幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョンでは、「すべての人や環

境を活かし、こどもの育ちを支える」ことが示されている。これまで、子どもを

取り巻くおとなの役割として、上布田保育園においても職員と保護者が手を組み、

肩を並べ子育てに向き合うことを大切にしてきた。子どもたちの未来を保障して

いくために、社会情勢を鑑みながらもう一歩視野を広げ、地域社会全体で子ども

を育てる時代を作っていくことが保育園の大きな役割となってくる。開かれた保

育園として、保護者にも保育活動に参画してもらう中で、子どもの育ちを喜び、

楽しみながら保護者との繋がりを大切にするとともに、保育活動では地域社会へ

と繰り出し、多くの人々との繋がりの中で、子どもたちの豊かな育ちと安心で充

実した子育てのサポートに努めていく。 

また、子どもたちが小学生、中学生になっても、地域のおとなたちが温かく見

守り、一人ひとりの育ちをサポートしていく地域社会を作っていくために、職員

と保護者、保護者同士、そして地域との繋がりを築いていくことに力を注いでい

く。 

 

第２ 経営目標 

職員の視野を広げ保育の質を高めていくために、法人内の保育施設２園での合

同研修及び、園内でのクラス担任の交換研修を実施し、職員同士が学び合える場

を提供していく。 

⑴ 保育園２園での職員交換研修 年４回 

⑵ 園内でのクラス担任交換研修 年７回 

 

第３ 重点事項 

１ 中期経営計画への取組 

 中期経営計画に基づき、子どもの育ちを促す環境の整備、修繕計画の遂行、保 

育の質の向上を目指した職員育成等に、計画的に取り組んでいく。 
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また、毎月の運営会議にて進捗状況を確認し、園長、主任、副主任を中心に推

し進めていく。 

 

２ 豊かな育ちに繋げる保育 

子どもたちが主体的な活動を繰り広げていく楽しさを感じながら、夢中になっ

て遊ぶ時間を過ごし、その活動の中で人との関わりや対話を楽しみ、豊かな発想

から遊びを深めていく。 

また、遊びを通して成功や失敗などすべての経験を豊かな育ちに繋げ、生きる

力をつけていくことを目指していく。 

⑴ 子どもたちの豊かな感性を育むための環境作りとして、主体的な遊びが生み

出され、やりたいことや深めていきたいことがあふれ出し、遊びが止まらない

園庭作りに取り組んでいく。 

また、一人ひとりが安心して過ごせ、ワクワクする体験ができる環境、年齢

にあった発達を促す環境、自然や遊びが豊かな環境を目指し、職員を中心に子

ども、保護者も一緒になって園庭作りに携わっていく。 

⑵ 食育活動や調理保育など、食を通して生きる喜びや楽しさを味わうとともに、

給食のお味見当番、朝食を食べることの大切さを知るイベント「朝の散歩楽し

み隊」、野菜作りを通しての収穫の喜び、給食のお手伝い調理などに取り組ん

でいく。 

また、子どもとおとなの共主体の活動の中から、食に携わることの楽しさや

喜びを味わうだけでなく、活動の中から責任感や自己肯定感などの子どもの育

ちを見極め共有、共感しながら、調理室と保育室が一体となって取り組んでい

く。 

⑶ 日々の保育の中でその日の遊びの「振り返りの会」を毎日行い、縦割り保育

を軸に子ども同士の繋がりを深めていくこと、遊びの継続性や発展性を高めて

いくこと、子どもたちの表現力や認め合う心、自己肯定感を育てていくことを

目指していく。「振り返りの会」で子どもと職員が遊びを語り合い、ともにワク

ワクする体験を積んでいくことで、子どもとおとなの共主体な活動へと繋げて

いく。 

また、その様子を毎日掲示ボードにて「見える化」していくことで子ども、

職員、保護者が日々の遊びを共有し、育ちを感じながら様々な形でその活動に

参画していく。 

 

３ 子どもを真ん中に職員と保護者、保護者同士が語り合える関係作り 

  子どもが健やかに育っていくために、職員と保護者との信頼関係を築き、子ど

もにとっての最善について肩を並べて考え、子育てを一緒に楽しむ関係を作って
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いくことに取り組んでいく。 

また、保育園を介して保護者同士が繋がっていくことにより、それぞれの子育

てが孤立せず、お互いを支え合える子育て仲間が広がっていくためのサポートに

力を注いでいく。 

⑴ 行事や保育のお手伝い、保育士体験など、保護者が保育園に足を運ぶ機会を

多く作り、子どもを真ん中に職員とともに笑い合い、喜び合う経験を積み上げ、

職員と保護者が子どもの育ちについて語り合える関係を作っていく。 

⑵ 保護者同士や家族同士が知り合い、関わり合う機会として、懇談会をはじめ、

ファミリー遠足や「朝の散歩楽しみ隊」などのイベントを設けるなど、子育て

仲間が繋がることで子育ての悩みを相談し合い、語り合う関係作りをサポート

していく。 

⑶ 子どもの遊びの中からの学びや育ちについて、日々の配信やおたより、行事

ごとのドキュメンテーションなどでこまめに発信し、保護者にとって開かれた

保育、見える保育、伝わる保育、参加する保育を目指していく。 

 

４ 職員がお互いを認め合い、高め合いながらいきいきと働く職場 

子どもにとっての最善の利益を追求することを軸に、職員同士が一緒に考え語

り合う風土作りに取り組み、それを積み重ねていくことで、目指す保育の擦り合

わせ、並びに保育の質の向上へと繋げていく。 

⑴ クラス担任交換研修、園庭改造計画を含めた保育環境作り、子どもの遊びの

検証など園内研修を計画し、職員が主体となって取り組む。 

また、職員が思いを語り合い、共有していく機会を多く持ち、その中で子ど

もの育ちに対する共感や保育での一体感を味わう経験を積むことで、職員の同

僚性を高めていく。 

⑵ 調布なないろ保育園との合同研修や他施設への見学や交流をもとに、それぞ

れの職員の視野を広げ、自園の保育や保育環境の整備に役立てていく。 

⑶ 職員の配置や人員の見直し、仕事内容の整理をしていくことで、職員一人ひ

とりが時間と心にゆとりを持ち、意欲的にいきいきと仕事に取り組める環境整

備に努めていく。 
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Ⅵ 調布なないろ保育園 

 

第１ 基本方針 

令和５年５月に新型コロナウイルスが５類に引き下がり、ほぼ１年間近くを経

てコロナ禍前の制限のない保育園の暮らしが戻ってきた。この間、日々の子ども

達の暮らし方や、保育園での行事の在り方などを見つめ直し、今まで以上に居心

地のよい環境作りを目指してきた。本年度も引き続き一人ひとりの子どもを大切

にする保育を行うために、それぞれの子どもの性格や興味、また家庭状況、利用

時間等、個々の違いを認め合った環境を丁寧に作っていき、子どもが自ら意欲的

に暮らしに参加できるよう整えていく。 

中でも令和２年度に一部改築した園庭（縁庭）では、改築後４年間をかけて遊

びの事例を積み上げてきたことで、子ども達の心と身体の豊かな育ちを実感する

ことができている。今後の発展に向けて望ましい方向性が見え、自信を得ている

ので、本年度は残り部分の改築計画を夢を描きながら作っていく。 

また、前年度に保護者からアイディアをもらいながら様々な工夫を凝らして実

施した「お父さん集まれ・お母さん集まれ」の集いや「おつカフェ」「七色亭おつ

カレー定食」等の企画が定例化し、子育ての連帯感がさらに深まっているため、

本年度においても引き続き実施していく。 

 さらに、令和８年度からの調布市立宮の下保育園の公私連携型保育所への移行

に伴う新園の開設に向けて、職員の異動や園内の職員構成など、今まで以上の大

きな変動が予想される。現在の保育の質を職員一人ひとりが意識して維持しなが

ら、さらに充実していくよう、職員間の対話を重ね、強みである同僚性を発揮し

ていくとともに、外部の研修や他園の保育見学を積極的に行うなどして、自園の

保育に活用していく。 

本年度も育ての主体である保護者と保育者が一緒になって時代を読み、子ども

達の願いを叶えながら、保育園に関わる全ての人にとって、園が子育ての拠点と

なるよう努力していく。 

 

第２ 経営目標 

園の保護者や地域家庭が集う機会を、前年度に対し１０％増加して実施する。 

 

第３ 重点事項 

 １ 中期経営計画の取組 

   中期経営計画に基づく経営課題を実現するため、進捗の管理や報告を職員会議

等で確認しながら、行動計画のテーマに沿った取り組みを実行する。 

また、取り組み状況を定期的に保護者や第三者評価機関にも開示するとともに、

経営コンサルタントからのアドバイス等も受けながら園運営が客観的な視点で

確認してもらえる機会を設け、運営に生かしていく。 
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２ 生きる力を見守る保育実践 

人生の大事な土台を作る乳幼児期に子ども達の好奇心が満たされ、それぞれの

思いが保障されるよう、子どもとの対話を大切にしながら担任やクラスの枠を超

えて保育を見守り、能動的な活力になるよう見守っていく。 

⑴ 遊びと暮らしを繋ぐ保育実践 

     保育園での一日の暮らしを子ども達がデザインできるよう、年齢を超えた保

育室の環境を整え、子ども自身が環境を選んで保育に参加し、遊びや人との出

会いを通して充実した日々が過ごせるよう配慮していく。 

また、保育士は子ども達と共に日々の保育を話題にして、その日その時のエ

ピソードを振り返り、明日の保育に繋がるよう工夫を凝らしていく。 

⑵ 保護者・地域との共同的な関わり 

「保育参加」「保育講座」「お父さん集まれ・お母さん集まれ」等、保育園と

保護者とが関わり合い、絆を深めていく場を企画し設けていく。前年度に子育

て支援の新たな方法として開始した「おつカフェ」「七色亭おつカレー定食」

「福服縁結び」「どうぞのくつ」等の企画は保護者から好評なため、本年度に

おいても楽しみながら継続していく。 

また、地域家庭が気軽に来園し、保育園と協力して子育てを行えるよう、定

期的な縁庭開放やマタニティ講座を開催し、保育園とのパートナーシップを

築いていく。 

⑶ 好奇心をくすぐる園庭（縁庭）づくりの計画 

令和２年度に南側を改築した縁庭は、子どもが創造力を膨らませ、創意工夫

をしながら遊びに没頭できる場所となった。しかし、北側については開園から

手つかずで南側との繋がりが薄く、遊びの発展性や継続性の面では不十分なた

め、縁庭全体が一体となって、さらに遊びが充実するよう一年をかけて計画内

容を検討していく。 

 

３ 職員の資質向上 

⑴ チーム力向上を目指した研修参加 

前年度まで職員同士の対話を目的とし、各クラスや職層で共通する研修に参

加をしてきた。回を重ねて受講する中で、保育の情報等を職員間で共有し、そ

れを日々の保育に生かしてきた。そこで、本年度は保育の質をさらに深めてい

くことを目的に、理想に近い保育を行っている他園の実践を複数名で見学に行

き、園に生かしたい内容を会議等で整理をして職員間で共有しながら目指す保

育実践に活用していく。 

⑵ 合同研修の実施 

上布田保育園との交換研修も３年目となる中で、定期的にそれぞれの園の成

果や独自で工夫している点等を職員間で共有し、それを基に園内研修等で意見
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交換を行うなど、さらに職員の交流を深め、自園の保育に役立ていく。 

 

４ ＳＤＧｓの実践 

ＳＤＧｓの到達目標の中から、令和４年度より取り組んでいる「つくる責任つ

かう責任」に継続して取り組む。 

また、他国で起きている紛争や貧困などの情勢を踏まえながら、園として取り

組んでいる内容が、子ども達の身近な暮らしにどのように役立つのか等を子ども

達や保護者にもわかりやすく伝え、資源や環境を大切にする意識を醸成できる機

会や体験を積極的に企画・実施していく。 
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Ⅶ 放課後児童部門 

 

第１ 基本方針 

学童クラブでは、法人が培ったこれまでの経験と、子どもたちへの育成実績を

踏まえ、以下の３つの年間育成目標を掲げ育成支援を行うとともに、各学童クラ

ブの特色や環境に合わせた重点事項及び月間目標を定め、保護者や地域の関係団

体等との良好な関係を築きながら、円滑な運営に努める。 

 

〈３つの育成目標〉 

１ 基本的な生活習慣を身につけ、自分で考え行動する 

２ 集団生活の中で社会性を身につける 

３ 育成を通して様々なことを感じ、考え、それを自己表現する 

 

学童クラブの運営に加え、令和６年度からは、本法人として初めて児童館運営

を開始する。円滑な運営を図るため、児童館の設置主体である調布市と密に連携

を図るとともに、調布市立多摩川児童館の歴史や伝統を引き継ぎつつ、地域との

つながりや信頼関係を構築していく。 

また、これまで本法人が積み上げてきた児童対応のノウハウや行事・イベント

の企画力、更には本法人の特色を生かしながら、幅広い世代の方が交流できる場

を提供し、遊びの価値や児童館の魅力を積極的に発信していく。 

調布市放課後子供教室事業「あそビバ」では、放課後の学校施設等を利用して、

異なる年齢の子どもたちが、自由に遊びながら交流を図り、安全に安心して遊べ

る居場所となるよう職員の質の向上に努め、安定した運営を行う。 

また、学童クラブや近隣の児童館等との連携、協力を深め、地域のボランティ

アを活用するなど、日々の活動や様々な行事を通して、子どもたちが社会性や創

造力を養うための場となるように努める。 

社会環境の変化により、子どもたちの価値観や生活スタイルが多様化し、遊び

が制限される時代の中で、それぞれの施設が、子どもたちの「居たい・行きたい・

やってみたい」を実現できる居場所の提供に努めるとともに、職員一人ひとりが

子どもの人権に対する意識を持ちながら、保護者と共に子どもたちの成長に寄り

添った支援を行う。 

 

 第２ 経営目標 

令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間とする中期経営計画の４

年目にあたる令和６年度は、放課後児童部門として掲げる経営戦略を実現するた

め、行動計画に位置付けた取り組みを更に推進する。 

また、下記の表のとおり、各施設における子どもたちのケガの発生を最小限に
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抑えることを目標に、引き続き、安全で安心な管理運営に努める。 

年間延べ利用人数 施  設  名 受診件数目標 

10,000人未満 第三小学校学童クラブ 

第三小学校、富士見台小学校、石原小

学校、若葉小学校、多摩川小学校、飛

田給小学校の各放課後子供教室事業 

3件以下 

15,000人未満 なないろ第１・第２学童クラブ、わか

ば学童クラブ、多摩川小学校学童クラ

ブ、あおば学童クラブ、多摩川児童館

学童クラブ、多摩川児童館 

4件以下 

20,000人未満 かみいしわら第１・第２学童クラブ 5件以下 

 

第３ 重点事項 

１ 学童クラブ 

⑴ 安全・安心な学童クラブ運営 

ア 事故やケガの防止と対応 

各施設で日々のヒヤリハット事例を記録し、収集された情報は、分析、検

討の上、全施設で共有し、予防策を話し合うとともに、きめ細かな環境整備

や注意喚起を行い、事故やケガの防止策構築に活用する。 

併せて、事故やケガの発生時に迅速な対応ができるよう、各種マニュアル

に基づき訓練を行う。 

イ 感染症予防対策 

年間を通じて手洗いの励行により感染症予防に努めるとともに、日頃より

子どもの様子に目を配り、体調変化にいち早く気づけるよう留意する。 

  併せて、日頃から各施設で嘔吐等があった場合の処置訓練を適宜実施し、

対応方法を全職員が熟知し、感染の拡大、防止に努める。 

ウ 避難訓練等の実施 

緊急時等対応マニュアルに基づき、年間を通して、様々な状況を想定した

避難訓練及び防犯訓練を適宜実施し、迅速に対応できるようにしておく。 

また、市町村や学校関係機関と連携及び協力を図り、防災や防犯に関する

訓練を実施するなど、地域における子どもの安全確保や安全点検に関する共

有に努める。 

エ 課題を抱える子どもへの支援 

子どもを取り巻く環境が多様化する中で、虐待、性被害、ヤングケアラー

等の早期発見のため、日々子どもが発信するサインや家庭状況を鑑み、職員

間で情報共有する。 

また、必要に応じて関係機関と連携し、家庭を含めて子どもが安心して過
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ごせるよう支援する。 

⑵ 施設間の連携 

法人が運営する各施設の代表が集まる会議を毎月開催し、必要な情報共有や

運営の方向性を確認し、連携を深める。 

また、職員の欠員時にスムーズな応援体制が整えられるよう、近隣施設の環

境や児童の様子などを適宜把握し、理解する機会を設ける。 

⑶ 中期経営計画の取組推進 

中期経営計画に基づき「サービスの質の向上」「人材の育成・定着」「業務の

効率化」「新拠点の受託」の４つの行動計画テーマそれぞれに掲げる年度別計

画の取り組みを推進する。 

その中でも特に、「業務の効率化」については、各マニュアルを有効に活用

し、統一した手順に沿って効率的な施設運営を図り、業務負担の軽減に繋げる。 

⑷ 各学童クラブの重点事項 

    ア なないろ第１・第２学童クラブ  

(ｱ) 集団生活や行事を通して、異学年との交流を深めながら、さまざまな体

験をしていく中で、思いやりの心を育み、また自発的に遊びを考え、行動

や発言ができるよう導く。 

(ｲ) 職員一人ひとりが、放課後児童支援員としての自覚と責任を持って、子

どもたちに寄り添い、子ども一人ひとりの成長や変化を職員全員で共有し、

質の高い育成を行う。 

    イ わかば学童クラブ 

(ｱ) 様々な活動を通して、上級生が下級生の良き手本となり、お互いを認め

合い、思いやりをもって過ごすことができるよう導く。そのために、職員

は児童一人ひとりの個性を理解し、信頼関係を築いていく。 

(ｲ) 職員一人ひとりが必要な知識と技能の向上に努めるとともに、職員間で

の情報共有を徹底し、質の高い支援を行う。 

    ウ 多摩川小学校学童クラブ 

(ｱ) 日々の遊びや行事を通して、子どもたち一人ひとりがお互いの個性を尊

重し合い、思いやりをもって過ごせるよう支援する。  

(ｲ) 家庭や学校など関係機関との連携を図りながら、職員間での情報共有を

密に行い、足並みの揃った育成をする。  

エ かみいしわら第１・第２学童クラブ 

(ｱ) 子どもたちが、集団生活や遊びを通して、思いやりを持って自分の気持

ちを言葉で伝えられるよう支援するとともに、お互いを尊重し合い、子ど

も自身が望まれて存在していることを実感できるよう、職員一人ひとりが

意識して育成を行う。 

(ｲ) 家庭や学校、近隣学童クラブ、放課後子供教室事業等、子どもが関わる
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関係施設と連携を図り、職員間の情報共有を密に行うことで、信頼関係を

築き、子ども達が安全・安心に過ごせる環境づくりに努める。 

(ｳ) 子どもたちが自分自身で考え工夫し活動できるよう、職員は育成室の環

境設定を整え、また子どもの活動を手助けできるよう日々スキルアップに

努める。 

    オ あおば学童クラブ 

(ｱ) 学童期の経験が子どもたちの自己形成の土台となることを踏まえ、子ど

もたち一人ひとりが自分らしく自信を持って成長していけるよう支援す

る。また、子どもたちの主体性を尊重し、子どもたちが安心して楽しく過

ごせる居場所づくりをする。 

(ｲ) 関係機関や家庭と連携し、子どもたちへの切れ目のない支援体制を構築

する。また、地域や近隣施設との関わりを大切にし、地域に根差した開か

れた学童クラブ運営を行う。 

    カ 第三小学校学童クラブ 

(ｱ) 職員は、集団生活の中で求められる配慮や守るべき決まりを児童に伝え、

誰もが安心できる居場所づくりに努める。また、児童が感じたことに共感

しながら寄り添い、多様な価値観を認める関わりを大切にする。 

(ｲ) 地域に根ざした施設運営の第一歩として、連絡アプリを活用した積極的

な情報発信と気兼ねなく参加できる交流イベントの実施に重点を置き、保

護者との確かな信頼関係を築くことに尽力する。 

キ 多摩川児童館学童クラブ 

(ｱ) 日々の生活や遊びを通じ、異学年との交流を深めながら、お互いを思い

やる気持ちを大切にし、一人ひとりがいきいきと活動できる学童クラブを

目指す。また、子ども達同士が良好な関係を築けるよう職員が積極的に関

わりをもって支援する。  

(ｲ) 児童館併設学童クラブとして、児童館と連携協力しながら季節事業やサ

ークル活動等の児童館行事にも積極的に参加できるようにし、幅広い年齢

層の子どもたちと関わる機会を増やしていく。 

 

２ 児童館 

⑴ 安全・安心な児童館運営 

ア 令和６年度から調布市立多摩川児童館の運営を開始することに伴い、調布

市と連携しながら、歴史と伝統を引き継いだ運営を行うとともに、これまで

法人が培ってきた経験やノウハウを基に、地域の子どもたちや子育て中の親

子が気軽に集える場として定着し、各関係機関や地域団体と連携しながら、

地域に根差した子ども・子育て支援の拠点となるよう努める。 

また、地域の子どもたちをめぐる状況・ニーズを把握し、子どもたちの育
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ちや安心・安全な環境づくりを支援するとともに、児童館活動を通して、様々

な遊びや居場所を提供し、切れ目なく子どもたちの心身の育ちを支援できる

児童館となるよう努める。 

イ 緊急時への備え 

緊急時対応マニュアルに基づき、地震や火災等の避難訓練や不審者対応訓

練等を適宜実施するとともに、調布市立多摩川児童館が河川の氾濫等による

浸水想定区域となっているため、水害による避難も含めて非常時の対応に備

える。 

また、ＡＥＤの設置場所を把握するとともに、使用方法について基本的な

操作等ができるよう普通救命講習を定期的に実施する。併せて、食物アレル

ギーや嘔吐等の処置訓練を適宜実施する。 

ウ ヒヤリハット事例の共有 

職員の安全に対する意識をより一層高めるために、日々のヒヤリハット事

例を記録する。そのうえで、職員間で情報共有し、予防策を話し合うととも

に、きめ細かな環境整備や注意喚起を行い、重大事故防止に努める。 

⑵ 近隣施設との連携 

ア 地域におけるネットワークづくり 

０歳から１８歳まで切れ目なく子ども・子育て世代を支える地域の環境づ

くりを行うため、児童館内の活動に限らず、「出張児童館」を実施するなど、

地域に積極的に関わることで、顔の見える関係性を構築し、地域で子どもの

育ちや子育てを支え合うネットワークづくりに取り組む。 

    イ 課題の発生予防・早期発見 

地域の身近な児童福祉施設として、虐待、不登校、見えない貧困など、課

題の発生予防・早期発見の役割を担うとともに、困難を抱える子ども・若者

を支援するため、地域や関係機関と連携しながら、適切な支援ができる体制

を構築する。 

⑶ 子育てひろば 

ア 子育て家庭に対する相談・援助 

子育て中や妊娠中の方を対象に「心豊かに健やかな子育て」を支援する場

として、赤ちゃんひろば、幼児ひろば、保健師による講座や助産師相談等を

実施する。 

イ 子育て家庭の交流の場の提供 

地域の身近な場所における乳幼児親子の居場所と交流の場を提供し、育児

不安や孤立した子育ての解消に努める。 

また、お便り等を活用して、活動内容を広く積極的に地域に向けて発信す

るとともに、保育園や学校、子ども家庭センターすこやか等と連携しながら、

地域における子育て支援ニーズを適宜把握し、来館者数増に繋げる。 
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    ウ 地域と連携した子育て支援 

子育て家庭が抱える問題の発生予防・早期発見に努め、適切に専門機関と

の連携を図る。 

また、乳幼児施設連絡会等の開催を通じて、子育てに関するネットワーク

を築き、地域の情報を共有するなど、子育てしやすい環境づくりに努める。 

⑷ 中期経営計画の取組推進 

中期経営計画に基づき「サービスの質の向上」「人材の育成・定着」「業務の

効率化」「新拠点の受託」の４つの行動計画テーマそれぞれに掲げる年度別計

画の取り組みを推進する。 

 

３ 放課後子供教室事業「あそビバ」 

⑴ 「あそビバ」の名称定着化 

令和５年度から従前の「ユーフォー」から「あそビバ」へと名称が変更され

たことから、市と連携し、広報やイベント等を通じて「あそビバ」という名称

が定着するよう取り組む。 

また、事業内容の充実が求められることから、児童一人ひとりが様々な体験

や経験を通して、充実した時間を過ごすことができるよう、職員間でアイディ

アを出し合うとともに、東京都の専門人材プログラムや民間企業の社会貢献活

動等と連携し、イベント等を企画・実施していく。 

⑵ 安全・安心な「あそビバ」運営 

ア 開設時間の延長に伴う対応 

    すでに試行している３施設（若葉小学校あそビバ・多摩川小学校あそビバ・

富士見台小学校あそビバ）に加え、令和６年度から第三小学校あそビバでも

開設時間を延長することとなった。職員体制を整え、市と連携しながら、児

童が安全で安心できる居場所の提供に努めていく。 

イ プレイルームの移転に伴う対応 

第三小学校の教室使用変更に伴い、「あそビバ」のプレイルームが、同敷 

地内で移転し、新たな環境で事業運営を行うこととなった。そのため、安全・

安心を第一に心掛け、児童の動線等においては学校側と連携するとともに、

職員間での事前のシミュレーションを重ねるなど、職員が運営方法について

の理解を深めたうえで児童の受け入れを行う。 

また、定期的に運営方法を点検し、必要に応じて見直しを行うなど、児童

が安心して過ごすことができる環境整備に努める。 

   ウ アクシデントシート及びヒヤリハットシートの活用 

毎月実施している各施設の職員会議においてアクシデントシート及びヒ

ヤリハット事例を共有し、大きな事故やケガを未然に防ぐ対策を講じるとと

もに、日頃から職員がヒヤリハットに気付けるよう意識づけを行う。 
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また、子ども目線での危険な場所や行動範囲等の再確認を行い、予防策を

講じるとともに、利用人数が大幅に増加する保護者会時等においては、小学

校と連携し、事前のスケジュール確認及び適宜職員の加配を行い、児童の安

全を確保する。 

エ 緊急時対応への備え 

緊急時等対応マニュアルに基づき、地震や火災等の避難訓練や不審者対応

訓練等を関係機関の協力のもとに実施し、非常時の対応に備える。 

特に、令和６年能登半島地震の発生を受け、施設内において家具等の転倒

や高い位置からの物品落下がないか点検を実施し、必要に応じて対策を講じ

る。 

また、ＡＥＤの設置場所を把握し、基本的な操作等ができるよう講習等を

受講するとともに、基本的な応急救護についての対応方法等を職員間で確

認・共有する。 

⑶ 職員の資質向上 

ア 子どもの人権に対する意識啓発  

放課後子供教室事業に携わる職員としての役割や社会的責任のほか、自ら

の言動や行動が子どもたちに与える影響の大きさについて、職員一人ひとり

が日頃から意識するよう、子どもの人権擁護セルフチェックシートを活用し、

自らの言動や行動を振り返る機会を設けるなど、子どもの人権に対する意識

啓発につなげる。 

イ 食物アレルギー対応 

土曜日や三季休業中等の学校休業日においては、子どもたちが施設内でお

弁当を摂ることから、全職員が市主催の食物アレルギーに関する研修を定期

的に受講するとともに、毎年各施設で実施している自校研修を通して、エピ

ペンの使用方法や食物アレルギー対応等についての見識を深める。 

ウ 配慮を要する児童等への対応 

配慮を要する児童等の利用にあたり、保護者をはじめ、学校や地域、関係

機関と連携するとともに、職員それぞれが研修等に参加し知識の向上を図る。 

また、毎月実施する各施設の職員会議において議題として取り上げ、情報

の共有及び対応方法等に関する共通認識を図る。 

⑷ 中期経営計画の取組推進 

運営マニュアルの読み合わせを実施するなど、業務の点検、現状確認を行う

とともに、必要に応じてマニュアルの見直しを行いながら、業務の標準化及び

効率化に向けた取り組みを推進する。 
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